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購
入
対
象
者
／

①�

２
０
１
９
年
度
の
住
民
税
が

課
さ
れ
て
い
な
い
方（
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
等

を
除
く
）

②�

２
０
１
６
年（
平
成
２８
年
）４

月
２
日
か
ら
２
０
１
９
年

（
令
和
元
年
）９
月
３０
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
子
の
い
る
世
帯

の
世
帯
主

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
の
お
知
ら
せ

◆�

購
入
対
象
者
①
の
対
象
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
方
に
は
次

の
い
ず
れ
か
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
て
い
ま
す

非
課
税
の
お
知
ら
せ
が
届
い
た

方
へ

　

非
課
税
の
お
知
ら
せ
と「
商

品
券
購
入
引
換
券
交
付
申
請

書
」を
送
付
し
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
で
、
お
知
ら

せ
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
自

身
の
課
税
状
況
は「
給
与
等
の

明
細
書
の
市
民
税
欄
」「
納
税
通

知
書
の
有
無
」で
確
認
で
き
ま

す
。

申
請
方
法
／

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵

送
い
た
だ
く
か
、
市
役
所
２
階

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
推

進
本
部
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
／

　

令
和
２
年
２
月
２８
日（
金
）

商
品
券
購
入
引
換
券
発
送
時
期
／
　

　

�

９
月
下
旬
頃（
商
品
券
の
購

入
開
始
後
は
随
時
）

購
入
期
間
／

　

令
和
元
年
１０
月
１
日
（
火
）

～
令
和
２
年
２
月
２８
日
（
金
）　

�

市
民
税
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な

い
お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
へ

　

課
税
状
況
が
確
認
で
き
な
い

方
へ
市
民
税
の
申
告
を
さ
れ
て

い
な
い
お
知
ら
せ
と「
市
民
税

申
告
書
」を
送
付
し
ま
し
た
。

　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
の
み

の
収
入
で
申
告
の
義
務
が
な
い

方
で
あ
っ
て
も
、
申
告
を
行
わ

な
い
と
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
市
役
所
１
階
税
務
課
で
申

告
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆�

購
入
対
象
者
②
の
方
は
申
請

手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

①
、
②
両
方
に
該
当
す
る
方

は
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

　

�

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

推
進
本
部
（
市
地
方
創
生

課
）

　

☎
２
３
‐
６
２
１
５

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

１０
月
１
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
・
地
方
税
率
の
引
上
げ

に
よ
る
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
販
売
を
行
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
商
品
券
購
入
引
換
券
の
交
付
申
請
の
方
法
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

くらしの豆知識 ㉙

子どもと高齢運転者の交通安全にむけて

お困りではありませんか？

◆いつの間にか切り替えに！
　　　　電気の契約切り替えトラブル
　知らない事業者から
「今よりも電気料金が安
くなる。電気料金の明細
を教えてほしい」と電話
があった。言われるがま
まに検針票に書かれた
番号などの情報を伝える
と封書が届いた。数日後、
その事業者から「書類が
届いているか」との電話があり、そこで初め
て電気契約が切り替えになったこと、その電
話だけで契約の申し込みになっていたことが
分かったという事案が発生しています。

【被害に遭わないために】
　電力の小売全面自由化以降、電話勧誘に
よる電力切り替えに関するトラブルの相談
が寄せられています。電力会社等から電話
を受けた際は、事業者名や内容をよく確認
し、必要なければきっぱりと断りましょう。
　また、切り替えに必要な住所や供給地点
特定番号等の情報は検針票に記載されてい
ます。安易に検針票の記載情報は伝えない
ようにしましょう。

消費生活で困ったときは、すぐに消費者
センターへ相談してください。

稚内市消費者センター
中央４丁目１６番２号（保健福祉センター２階）
��������☎�23‐4133�（平日10時～16時）

市長からのメッセージ
　近年、幼い子どもが犠牲となる交
通事故や、高齢運転者による事故が
全国で後を絶ちません。このような
状況の中、稚内市では子どもや高齢
者だけではなく、その家族を含めた
全ての市民の皆さんが安全で安心な
暮らしをおくるため交通安全対策を
関係機関と連携し、強化してまいり
ます。
　市民の皆さんにおかれましても自
分と皆さんの周りの「大切な人」を守
る取り組みを推進し、交通安全運動
につながる行動の実践をお願いいた
します。

地域・町内会などでは…
　道路で遊んでいたり、飛び出しなどの危険な行動をして
いる子どもを見かけたら注意、指導し、大人が自らお手本
となるような安全行動を心がけましょう。

運転者は…
　子どもを見かけたときは、十分に注意し、徐行するなど危険
を予測した安全で思いやりのある運転を心がけるとともに、ス
クールゾーンの交通規則を守りましょう。

高齢運転者は…
　加齢に伴う身体機能の変化を把握し、体調に応じた運転
を心がけましょう。また、運転に自信がなくなったら、ご
家族と相談するなどのうえ「免許返納」も考えましょう。

問い合わせ／市くらし環境課市民生活グループ
　　　　　　☎23‐ 6413

子どもと高齢運転者の交通安全にむけて

家庭・地域で安全意識の向上を目指し、
　　日々交通安全について話し合いましょう！

加齢に伴う身体機能の変化をふまえ、
　　体力等に応じた運転を心がけましょう！

車を運転される皆さんは、
　　日々の運転を振り返り、安全運転を心がけましょう！

事故に遭わない、起こさない


